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   第１章  総則  

 （趣旨）  

第１条  この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

⑴  実施機関  市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、財産区管理会及

び水道事業管理者をいう。  

⑵  実施機関の職員  実施機関に属する地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員（地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第３７条第１項に規定する県費負担教職員を含む。）をいう。  

２  前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法

及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０

７号）において使用する用語の例による。  

   第２章  個人情報取扱事務の届出等  

第３条  実施機関は、個人情報を取り扱う事務（以下この条におい

て「個人情報取扱事務」という。）を開始しようとするとき（当

該個人情報取扱事務に係る個人情報ファイルについて、法第７５

条第１項の規定により個人情報ファイル簿を作成する場合を除



く。）は、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければ

ならない。  

 ⑴  個人情報取扱事務の名称  

 ⑵  個人情報取扱事務の目的  

 ⑶  個人情報取扱事務を所管する組織の名称  

 ⑷  個人情報取扱事務の対象者の範囲  

 ⑸  個人情報の記録項目  

 ⑹  個人情報の収集方法  

 ⑺  前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項  

２  実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当

該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あら

かじめ、その旨を市長に届け出なければならない。  

３  実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、前２項の規定にか

かわらず、個人情報取扱事務を開始し、変更し、又は廃止した日

以後においてこれらの規定による届出をすることができる。  

４  市長は、前３項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に

供しなければならない。  

５  第１項から第３項までの規定は、次の各号のいずれかに該当す

る個人情報については、適用しない。  

 ⑴  実施機関の職員又は国等（国、独立行政法人等、他の地方公

共団体及び地方独立行政法人をいう。）の職員若しくは役員の

職務の遂行に関するもの  

 ⑵  実施機関の職員又は実施機関の職員であった者の人事に関

するもの  

 ⑶  公報、出版、報道等により公にされているもの  

 ⑷  一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又は消去される

もの  

 ⑸  前各号に掲げるもののほか、市長が第１項の規定による届出

の必要がないと認めたもの  

   第３章  保有個人情報の開示等  

 （開示請求の手続）  



第４条  開示請求書には、法第７７条第１項各号に掲げる事項のほ

か、実施機関が定める事項を記載しなければならない。  

 （開示請求に係る手数料等）  

第５条  保有個人情報の開示は、別表の左欄に掲げる保有個人情報  

が記録されている地方公共団体等行政文書の種別に応じ、同表の

中欄に定める方法（実施機関が保有する機器又は電子計算システ

ム（電子計算機等により、定められた一連の処理手順に従って自

動的にデータを処理するシステムをいう。）により実施すること

ができる方法に限る。）により行うものとする。  

２  法第８９条第２項の規定により開示請求をする者（以下この条

において「開示請求者」という。）が納付しなければならない手

数料の額は、別表の左欄に掲げる保有個人情報が記録されている

地方公共団体等行政文書の種別及び同表の中欄に掲げる開示の

方法の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。  

３  開示請求者が保有個人情報の写しの送付を求めた場合におけ

る当該保有個人情報の写しの送付に要する費用は、開示請求者の

負担とする。  

４  前２項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が保有特

定個人情報（実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定

個人情報（行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第８項に

規定する特定個人情報をいう。）であって、当該実施機関の職員

が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているも

のをいう。ただし、地方公共団体等行政文書に記録されているも

のに限る。以下この項において同じ。）の写しの交付又は送付を

求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他

特別な理由があると認めるときは、当該保有特定個人情報の写し

の交付に係る第２項の手数料又は前項の費用を減額し、又は免除

することができる。  

５  第２項の手数料及び第３項の費用（次項において「手数料等」

という。）は、保有個人情報の開示を受ける前に納付しなければ



ならない。  

６  既に納付した手数料等は、還付しない。ただし、市長がやむを

得ない事情があると認める場合は、この限りでない。  

   第４章  米子市情報公開・個人情報保護審査会への諮問  

第６条  実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人

情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見

を聴くことが特に必要であると認めるときは、米子市情報公開・

個人情報保護審査会に諮問することができる。  

 ⑴  この条例の規定を改正し、又は廃止しようとするとき。  

 ⑵  法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め

ようとするとき。  

 ⑶  前２号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取

扱いに関する運用上の細則を定めようとするとき。  

   第５章  雑則  

 （施行状況の公表）  

第７条  市長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、公

表するものとする。  

 （委任）  

第８条  この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

   附  則  

 （施行期日）  

第１条  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （米子市個人情報保護条例の廃止）  

第２条  米子市個人情報保護条例（平成１７年３月米子市条例第２

３号）は、廃止する。  

 （経過措置）  

第３条  次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の米子市個

人情報保護条例（以下「旧条例」という。）第３条第３項及び第

１０条の２第２項の規定による職務上知り得た旧条例第２条第

３号に規定する個人情報（以下この条において「旧個人情報」と

いう。）をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しては



ならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例

による。  

 ⑴  前条の規定の施行の際現に旧条例第２条第１号に規定する

実施機関（以下この条において「旧実施機関」という。）に属

する地方公務員法第２条に規定する地方公務員（地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第３７条第１項に規定する県費

負担教職員を含む。）（以下この条において「旧実施機関の職員」

という。）である者又は前条の規定の施行前において旧実施機

関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個

人情報の取扱いに従事していた者  

 ⑵  前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の

取扱いの委託を受けた業務に従事していた者  

 ⑶  前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の

取扱いを伴う業務を請け負っていた指定管理者（地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づき市が設置する公の施設（同法第２４４条第１項に規定する

公の施設をいう。）の管理を行う者をいう。）が行う業務に従事

していた者  

２  前条の規定の施行の日前に旧条例第１１条第１項、第２１条又

は第２２条の規定による請求がされた場合における旧条例に規

定する保有個人情報の開示、訂正及び利用の停止若しくは消去又

は提供の停止については、なお従前の例による。  

３  次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前

において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が

記録された旧条例第３７条第２項に規定する個人情報ファイル

（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を前

条の規定の施行後に提供したときは、２年以下の懲役又は１００

万円以下の罰金に処する。  

 ⑴  前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は

同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者  

 ⑵  第１項第２号に掲げる者  



 ⑶  第１項第３号に掲げる者  

４  前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定

の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第２条第５

号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しく

は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、

１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。  

５  前２項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した

者にも適用する。  

第４条  附則第２条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による。  

  



別表（第５条関係）  

保 有 個 人 情 報 が 記 録

さ れ て い る 地 方 公 共

団 体 等 行 政 文 書 の 種

別  

開示の方法  手数料の額  

１  文書又は図画（フ

ィルムを除く。以下

こ の 項 に お い て 同

じ。）  

閲覧  零  

写しの交付  次 の 各 号 に 掲 げ る 写

し の 交 付 の 方 法 の 区

分に応じ、当該各号に

定める額  

 ⑴  複 写 機 に よ り  

  用 紙 に 複 写 し た  

  ものの交付（次号  

に 掲 げ る 方 法 に

該 当 す る も の を

除く。）  用紙 １

枚につき 10 円  

 ⑵  複 写 機 に よ り  

用 紙 に カ ラ ー で

複 写 し た も の の

交 付  用 紙 １ 枚

につき 20 円  

 ⑶  ス キ ャ ナ に よ  

り 読 み 取 っ て で

き た 電 磁 的 記 録

を光ディスク（日

本 産 業 規 格 Ｘ

0606 及 び Ｘ 6281

に 適 合 す る 直 径

120 ミリメートル  



 の 光 デ ィ ス ク の

再 生 装 置 で 再 生

す る こ と が で き

るものに 限る。）

に 複 写 し た も の

の 交 付  光 デ ィ

スク（日本産業規

格 Ｘ 0606 及 び Ｘ

6281 に 適 合 す る

直径 120 ミリメー

ト ル の 光 デ ィ ス

ク の 再 生 装 置 で

再 生 す る こ と が

で き る も の に 限

る。） １枚につ き

100 円に当該文書

又 は 図 画 １ 枚 ご

とに 10 円を加え

た額  

⑷  ス キ ャ ナ に よ

り 読 み 取 っ て で

き た 電 磁 的 記 録

を光ディスク（日

本 産 業 規 格 Ｘ

6 2 4 1 に適合する

直径 120 ミリメー

ト ル の 光 デ ィ ス

ク の 再 生 装 置 で

再 生 す る こ と が

で き る も の に 限

る。）に複写した  



  も の の 交 付   

光ディスク（日

本 産 業 規 格 Ｘ

6241 に 適 合 す

る直径 120 ミリ

メ ー ト ル の 光

デ ィ ス ク の 再

生 装 置 で 再 生

す る こ と が で

き る も の に 限

る 。） １ 枚 に つ

き 120 円に当該

文 書 又 は 図 画

１ 枚 ご と に 10

円を加えた額  

２  図画（フィルムに

限る。）  

専 用 機 器 に よ り 映 写

し た も の 又 は 用 紙 に  

印刷したものの閲覧  

零  

写しの交付  次 の 各 号 に 掲 げ る 写

し の 交 付 の 方 法 の 区

分に応じ、当該各号に

定める額  

 ⑴  用 紙 に 印 刷 し

たものの交付（次

号 に 掲 げ る 方 法

に 該 当 す る も の

を除く。）  用紙

１枚につき 10 円  

 ⑵  用 紙 に カ ラ ー

で 印 刷 し た も の  



  の 交 付  用 紙 １

枚につき 20 円  

３  電 磁 的 記 録 の う

ち、録音テープに記

録 さ れ て い る も の

又は音声ファイル  

専 用 機 器 に よ り 再 生

したものの聴取  

零  

４  電 磁 的 記 録 の う

ち、ビデオテープに

記 録 さ れ て い る も

の 又 は 動 画 フ ァ イ

ル  

専 用 機 器 に よ り 再 生

したものの視聴  

零  

５  電磁的記録（３の

項 又 は ４ の 項 に 該

当 す る も の を 除

く。）  

デ ィ ス プ レ イ そ の 他

の 出 力 機 器 に よ り 出

力したものの閲覧  

零  

写しの交付  次 の 各 号 に 掲 げ る 写

し の 交 付 の 方 法 の 区

分に応じ、当該各号に

定める額  

 ⑴  用 紙 に 出 力 し

たものの交付（次

号 に 掲 げ る 方 法

に 該 当 す る も の

を除く。）  用紙

１枚につき 10 円  

⑵  用 紙 に カ ラ ー

で 出 力 し た も の

の 交 付  用 紙 １

枚につき 20 円  

 ⑶  光ディスク（日  



  本 産 業 規 格 Ｘ

0606 及 び Ｘ 6281

に 適 合 す る 直 径

120 ミリメートル

の 光 デ ィ ス ク の

再 生 装 置 で 再 生

す る こ と が で き

るものに 限る。）

に 複 写 し た も の

の 交 付  光 デ ィ

スク（日本産業規

格 Ｘ 0606 及 び Ｘ

6281 に 適 合 す る

直径 120 ミリメー

ト ル の 光 デ ィ ス

ク の 再 生 装 置 で

再 生 す る こ と が

で き る も の に 限

る。） １枚につ き

100 円に当該電磁

的 記 録 １ フ ァ イ

ルごとに 130 円を

加えた額  

 ⑷  光ディスク（日

本 産 業 規 格 Ｘ

6 2 4 1 に適合する

直径 120 ミリメー

ト ル の 光 デ ィ ス

ク の 再 生 装 置 で

再 生 す る こ と が

で き る も の に 限  



  る。） に複写し た

も の の 交 付  光

ディスク（日本産

業 規 格 Ｘ 6241 に

適合する直径 120

ミ リ メ ー ト ル の

光 デ ィ ス ク の 再

生 装 置 で 再 生 す

る こ と が で き る

ものに限 る。） １

枚につき 120 円に

当 該 電 磁 的 記 録

１ フ ァ イ ル ご と

に 130 円を加えた

額  

備考  

１  用紙に複写し、印刷し、又は出力したものを交付する場合におい

て、用紙の両面に複写され、印刷され、又は出力されたものについ

ては、片面を１枚として算定する。  

２  用紙に複写し、印刷し、又は出力したものを交付する場合におい

て、日本産業規格Ａ列３番を超える規格の用紙を用いたものについ

ては、当該用紙を日本産業規格Ａ列３番の大きさに分割して換算し

た枚数として算定する。  

 


